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新 旧

第２期香川県国民健康保険運営方針

令和５年○月

香川県

１ 基本的な考え方

（１）策定の趣旨

市町村が運営する国民健康保険は、被用者保険に加入する者等を除く全ての者を

被保険者とする公的医療保険制度であり、国民皆保険の最後の砦ともいえるもので

ある。

しかし、小規模保険者の存在等の財政運営上の構造的な課題や、事務処理の実施

方法のばらつき等の事業運営上の課題があるため、平成30年度から、国民健康保険

制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援を拡充するほか、都道府県が、

国民健康保険の財政運営の責任主体として、事業運営において中心的な役割を担う

こととなった。

平成30年度の国民健康保険制度改革以来、県と市町の財政運営は概ね順調に実施

されている一方、小規模保険者の存在、被保険者数の減少、医療の高度化・被保険

者の高齢化による医療費の増加、医療資源の地域偏在等の課題は続いている。

このような中、今後も、国民健康保険制度が、給付と負担のバランスがとれた持

続可能な制度であるためには、従来の安定的な財政運営の確保に加え、「保険料水

準の平準化」や「医療費適正化」に向けた取組みによる「都道府県単位化の趣旨の

更なる深化」を図る必要がある。

県は、香川県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）において、安

定的な財政運営、保険給付の適正な実施及び事務の効率化、広域化の推進に関する

事項等を定め、県と市町が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料

率の決定、保険料の賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を共通認識の下で

実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進する。

（注）本運営方針において、「保険料」「保険料率」には、「保険税」「保険税

率」を含むものとする。

香川県国民健康保険運営方針

平成29年12月

香川県

１ 基本的な考え方

（１）策定の趣旨

市町村が運営する国民健康保険は、被用者保険に加入する者等を除く全ての者を

被保険者とする公的医療保険制度であり、国民皆保険の最後の砦ともいえるもので

ある。

しかし、小規模保険者の存在等の財政運営上の構造的な課題や、事務処理の実施

方法のばらつき等の事業運営上の課題があるため、平成30年度から、国民健康保険

制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援を拡充するほか、都道府県が、

国民健康保険の財政運営の責任主体として、事業運営において中心的な役割を担う

こととなっている。

市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、

賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなっ

ている。

一方、都道府県は、財政運営の責任主体として、年齢調整後の医療費水準や所得

水準をもとに、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」とい

う。）の配分を決定するほか、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、

統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定めることとなっている。

県は、香川県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）において、安

定的な財政運営、保険給付の適正な実施及び事務の効率化、広域化の推進に関する

事項等を定め、県と市町が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料

率の決定、保険料の賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を共通認識の下で

実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進する。

（注）本運営方針において、「保険料」「保険料率」には、「保険税」「保険税

率」を含むものとする。
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（２）対象期間

令和６年度（2024年度）から令和1１年度（2029年度）まで（６年間）

（３）根拠規定

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の2

（４）運営方針に定めた事項の評価、継続的改善に向けた取組み

将来にわたって国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を確保するため、運営

方針に定めた事項について、継続的に改善を図る必要がある。

市町は、運営方針や国通知に基づき、予算編成や事業計画を策定し、適正かつ安

定的な事業運営を行う。

県は、市町に対して事務打合せやヒアリング等の機会を活用して、取組状況を定

期的に把握分析し、必要な助言を行うとともに、毎年、香川県国民健康保険運営協

議会に取組状況や評価を報告することにより、運営方針に定めた事項について、継

続的に改善を図り、必要に応じて、見直しを行うものとする。

（５）SDGs(Sustainable Development Goals)との関係

本運営方針の取組みは、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」の理念と方

向性が同じである。

（２）対象期間

平成30年度（2018年度）から平成35年度（2023年度）まで（６年間）

（３）根拠規定

○ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律（平成27年法律第31号）附則第７条

○ 同法第４条（平成30年４月１日施行）による改正後の国民健康保険法（昭和33 

年法律第192号）第82条の2

（４）運営方針に定めた事項の評価、継続的改善に向けた取組み

将来にわたって国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を確保するため、運営

方針に定めた事項について、継続的に改善を図る必要がある。

県は、香川県保険者協議会（以下「保険者協議会」という。）に積極的に関与し、

医療関係者等の協力を得ながら、他の保険者と連携・協働し、健康増進や医療費分

析等を推進するとともに、市町に対して、医療費の分析結果や他の保険者の取組事

例を提供した上で、事務打合せ、医療費適正化に係るヒアリング等の機会を活用し

て、市町の取組状況を定期的に把握・分析し、必要な指導・助言を行うこととする。

また、毎年、香川県国民健康保険運営協議会（以下「県運営協議会」という。）

に取組状況や評価を報告することにより、運営方針に定めた事項について、継続的

に改善を図る。

（新設）
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２ 国民健康保険の医療費、財政の見通し

（１）世帯数及び被保険者数の状況

世帯数及び被保険者数は減少傾向が続いており、令和３年度の世帯数は126,694

世帯、被保険者数は192,064人となっている。

前期高齢者（65歳以上75歳未満の者）数も減少傾向にあるが、令和３年度は

100,750人で被保険者数の52.5％を占めており、年々割合が増えている（表１）。

【表１：世帯数，被保険者数の年度別推移（年度平均）】

（２）世帯主の職業構成

令和３年度における世帯主の職業別の構成割合は、無職者（年金受給者を含む）

が54.6％と最も高く、次いで非正規労働者等の被用者27.1％、農林水産業2.7％と

なっている（図１）。

【図１：世帯主の職業別の構成割合の推移(擬制世帯を除く)(各年９月末現在)】

（３）所得状況

本県の１人当たり所得は、平成28年度以降同水準で推移しており、令和３年度

は54.7万円で、全国と比べると低い状況にある。

全国の１人当たり所得は、増加傾向にあったが、令和２年度から減少に転じ、

令和３年度は67.2万円となっている（図２）。

【図２：１人当たり所得の推移】

２ 国民健康保険の医療費、財政の見通し

（１）世帯数及び被保険者数の状況

平成28年度平均の世帯数は139,716 世帯であり、前年度と比べ、3,270世帯減

少し、被保険者数は226,068人で、前年度と比べ、8,522人減少している。

前期高齢者（65歳以上75歳未満の者）数は年々増えており、平成28年度平均の

前期高齢者数は105,302人で、被保険者数の46.6％を占めている（表１）。

【表１：世帯数，被保険者数の年度別推移（年度平均）】

（２）世帯主の職業構成

平成27年度における世帯主の職業別の構成割合は、無職者（年金受給者を含む）

が50.4％と最も高く、次いで非正規労働者等の被用者31.3％、農林水産業3.8％と

なっている（図１）。

【図１：世帯主の職業別の構成割合の推移(擬制世帯を除く)(各年９月末現在)】

（３）所得状況

県内の１人当たり所得は、52万円台から55万円台で推移しており、全国平均と

比べると低い状況にある（図２）。

【図２：１人当たり所得の推移】
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（４）国民健康保険の医療費の動向

本県の１人当たり医療費は、増加傾向にあり、令和２年度は新型コロナ感染症の

影響等により減少したものの、令和３年度は増加に転じた。全国と比べると高い状

況にある。

本県の１人当たり医療費の伸び率の推移は、概ね全国の推移と同じ動きとなって

いる（図３）。

【図３：１人当たり医療費の推移と対前年度伸び率】

（５）国民健康保険の医療費の見通し

令和12年度までは、本県の１人当たり医療費は増加傾向にあるものの、被保険者

数が減少傾向にあることから、推計医療費は減少傾向にある。

令和12年度以降、被保険者数の減少傾向が緩やかになり、その後増加傾向に転じ

るが、１人当たり医療費は引き続き増加傾向にあることから、推計医療費は増加に転

じる見込みである（表２）。

【表２：国民健康保険医療費の見通し】

（４）国民健康保険の医療費の動向

県内の1人当たり医療費は、平成27年度は422,135円となっており、全国平均と

比べると高い状況にある（図３）。

【図３：１人当たり医療費の推移と対前年度比伸び率】

平成27年度における診療種別の１人当たり医療費は、入院166,712円（全国10

位）、入院外223,623円（全国１位）、歯科26,795円（全国５位）となっている

（表２）。

【表２：診療種別１人当たり医療費の推移と対前年度比伸び率】

（５）国民健康保険の医療費の見通し

医療費の伸びや将来の被保険者数及び被保険者の年齢構成等を勘案して、平成

37年度（2025年度）までの国民健康保険に係る医療費の見込みを推計する。

医療費は増加傾向が続くものの、平成33年度(2021年度)以降、減少に転じる見

通しである（表３）。

これは、１人当たり医療費は、被保険者の高齢化や医療の高度化等により引き続

き増加することが見込まれること、団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行するこ

とに伴い、これまで増加傾向であった前期高齢者数が平成33年度(2021年度)以降

に減少することが要因と考えられる。

【表３：国民健康保険医療費の見通し】
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【医療費推計の数式】

年度別推計医療費

＝ 推計年度における被保険者数 × １人当たり医療費

【推計年度における被保険者数】

「かがわ人口ビジョン（令和２年３月改訂版）」をもとに、厚生労働省「国民健

康保険実態調査」との乖離等を考慮したうえで、国民健康保険加入割合（推計値）

を乗じて算出。

【１人当たり医療費】

令和３年度の１人当たり医療費に、平成28年度から令和3年度の1人当たり医療

費の年平均伸び率を参考に推計した伸び率を乗じて算出。

【使用データ】

・厚生労働省「国民健康保険事業年報」、「国民健康保険実態調査」

・かがわ人口ビジョン（令和２年３月改訂版）

【医療費推計の数式】

年度別推計医療費

＝ 推計年度における被保険者数 × １人当たり医療費

【推計年度における被保険者数】

国立社会保障・人口問題研究所が平成25年3月に公表した推計人口（５歳年齢階

層別）をもとに、平成27年度香川県人口移動調査報告との乖離等を考慮したうえ

で、国民健康保険加入割合（推計値）を乗じて算出。

【１人当たり医療費】

前年度の１人当たり医療費に、平成26年度から平成28年度の１人当たり医療費

の平均伸び率を参考に推計した平成29年度以降の１人当たり医療費の伸び率を乗じ

て算出。

【使用データ】

・厚生労働省「国民健康保険事業年報」

・国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推

計）」

・香川県「香川県人口移動調査報告」
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（６）国民健康保険の財政状況

① 県国民健康保険特別会計の決算収支状況

県では、県単位化した平成30年度以降、特別会計を設置し、必要な支出を国民

健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）や国庫負担金等によりまかなっ

ており、決算収支状況は黒字が継続している（表３）。

1人当たり納付金（県平均）は、公費による激変緩和もあり、微増となってい

る。一方、各市町の所得水準や医療費水準の差により、市町ごとの１人当たり納

付金に差が生じている（図４）。

【表３：県国民健康保険特別会計の収支状況】

【図４：１人当たり納付金の推移】

② 市町国民健康保険特別会計の決算収支状況

市町国民健康保険特別会計の決算収支状況（県合計）については、県単位化以

降も黒字が継続している。

令和元年度以降、一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入れをしている市

町数及び金額は減少している。

また、令和元年度以降、基金保有額は増加しており、単年度収支状況の赤字額

は減少している。

【表４：市町国民健康保険特別会計の収支状況】

（６）国民健康保険の財政状況

（新設）

① 平成28年度の決算収支状況

平成28年度の決算収支状況は、表４のとおり、収入額（Ａ）約1,274億89百

万円、支出額（Ｂ）約1,258億94百万円となっている。

収入額（A）には、財政調整基金（以下「基金」という。）からの繰入金や前

年度からの繰越金等が含まれており、それらを控除した単年度収入額（D）約

1,264億7百万円から、支出額（B）のうち基金への積立金や繰上充用等を控除

した単年度支出額（E）約1,255億7百万円を引いた単年度収支差引額（F）は、

約9億円の黒字となっている。

【表４：国民健康保険の収支状況】

平成28年度における単年度収支状況では、黒字は15市町、赤字は2町であり、

単年度収支で赤字となっている町は、基金や繰越金等の前年度までの剰余金で収

入不足を補う状況となっている。
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（削除）

（②市町国民健康保険特別会計の決算収支状況に記載）

② 基金、一般会計からの繰入等の状況

給付増や保険料収納不足による財源不足に備えて基金を所有している市町もあ

る。県内市町の基金保有額は、平成28年度末時点の合計で、約12億88百万円と

なっている。

乳幼児医療等の地方単独事業に係る国庫負担金減額調整分への補填や保健事業

等のほか、決算補填等（医療費の増加、保険料の負担緩和等）のため、一般会計

からの法定外繰入（以下「法定外繰入」という。）を行っている市町もある。平

成28年度は、12市町で合計約17億39百万円の法定外繰入が行われ、そのうち、

約11億29百万円が決算補填等を目的としたものとなっている。

翌年度の歳入を繰り上げて歳入不足分に充てる前年度繰上充用は、平成28年度

において、２市で合計約78百万円となっている（図５）。

【図５：収支差引額等の推移】
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（７）赤字解消・削減に向けた取組み

① 赤字の定義

市町が解消・削減すべき赤字額は、「決算補填等目的の法定外繰入金」と「前

年度繰上充用金のうち新規増加分」の合算額とする。

② 赤字解消・削減に向けた取組み

赤字の市町は、医療費水準、保険料率の設定、収納率等について要因分析を行

い、県と協議のうえ、必要な取組みを定めた赤字解消・削減計画を策定する。

計画を策定した市町は、早期に赤字を解消するよう、引き続き要因分析を行い、

県と協議のうえ、計画に定めた取組みを実施する。

県は、計画を策定した市町と協議のうえ、目標年次や必要な取組みについて見

直しを助言することに加え、新規に計画を策定する市町の発生を防ぐため、単年

度で決算補填等目的の法定外繰入れ等が生じた市町に対して、要因分析と具体的

な取組みについての報告を求める。

（８）財政安定化基金の活用

国⺠健康保険事業の安定的な運営のため、医療給付費の増加や保険料収納不足等

により財源不足となった場合に備え、県は、財政安定化基金を設置し、県と市町に

対し、貸付又は交付を行うことに加え、年度間の財政調整に活用する。

① 市町に対する貸付

市町において、保険料収納額が見込みを下回ったことにより財源不足となった

場合、県は、貸付を受けようとする当該市町の申請に基づき、貸付額を決定する。

県は、貸し付けた市町の貸付年度の翌々年度以降の納付金に、償還に必要な額

を上乗せすることとする。なお、償還期間は原則３年とする。

（７）赤字解消・削減に向けた今後の取組方針

① 赤字の定義

市町が解消・削減すべき赤字額は、「決算補填等目的の法定外繰入額」と「前

年度繰上充用金のうち新規増加分」の合算額とする。

② 赤字解消・削減に向けた今後の取組み

赤字の市町は、医療費水準、保険料率の設定、収納率等について要因分析を行

うとともに、県と協議のうえ、必要な取組みを定めた赤字の解消・削減計画を作

成し、取組みの実施状況及び成果を、毎年度、市町国民健康保険運営協議会（以

下「市町運営協議会」という。）及び県に報告する。県に対する報告の際には、

市町運営協議会における意見等を付すこととする。

県は、毎年、取組みの評価に応じて、赤字の市町と協議のうえ、目標年次や必

要な取組みについて、見直しを行う。

（８）財政安定化基金の活用

国民健康保険事業の安定的な運営のため、医療給付費の増加や保険料収納不足等

により財源不足となった場合に備え、県は、平成27年度に財政安定化基金を設置

し、県及び市町に対し、貸付又は交付を行うこととしている。

① 市町に対する貸付

市町において、保険料収納額が見込みを下回ったことにより財源不足となった

場合、県は、貸付を受けようとする当該市町の申請に基づき、貸付額を決定する。

県は、貸し付けた市町の貸付年度の翌々年度以降の納付金に、償還に必要な額

を上乗せすることとする。なお、償還期間は原則３年とする。

8

第２期香川県国民健康保険運営方針（本文）素案【たたき台】



新 旧

② 県国民健康保険特別会計への繰入れ

県国民健康保険特別会計において、保険給付費の増大による財源不足となった

場合、県は、財政安定化基金を取り崩し、県特別会計に繰入れを行う。県は、翌

年度以降の納付金に当該取崩相当額を含めて、市町から徴収することにより償還

する。

③ 市町に対する交付

市町において、災害の発生等、多数の被保険者の生活が著しい影響を受けたこ

とにより、保険料収納額が大きく見込みを下回った場合等、特別な事情と認めら

れる場合、県は、財政安定化基金を取り崩し、当該市町に交付金を交付すること

ができる。交付額は収納不足額の２分の１以内とし、市町の特別な事情に応じて、

県は、その交付額を決定する。

交付額の補填については、交付の原因となった特別の事情を考慮して、県、市

町が協議し、県がその按分方法を定めるものとする。

（削除）

④ 財政調整事業の活用

令和４年度から、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、決算

剰余金を財政調整事業分として基金に積み立て、国民健康保険の安定的な財政運

営の確保を図るために必要があると認められる場合に、積み立てた額の範囲内で

基金を取り崩し、県国民健康保険特別会計に繰り入れて活用する。

② 県国民健康保険特別会計への繰入れ

県国民健康保険特別会計（以下「県特別会計」という。）において、保険給付

費の増大による財源不足となった場合、県は、財政安定化基金を取り崩し、県特

別会計に繰入れを行う。県は、翌年度以降の市町の納付金に当該取崩相当額を含

めて、市町から徴収することにより償還する。

③ 市町に対する交付

市町において、災害の発生等、多数の被保険者の生活が著しい影響を受けたこ

とにより、保険料収納額が大きく見込みを下回った場合等、特別な事情と認めら

れる場合、県は、財政安定化基金を取り崩し、当該市町に交付金を交付すること

ができる。交付額は収納不足額の２分の１以内とし、市町の特別な事情に応じて、

県は、その交付額を決定する。

交付額の補填については、交付の原因となった特別の事情を考慮して、県、市

町が協議し、県がその按分方法を定めるものとする。

④ 特例基金の活用

国民健康保険の都道府県単位化に伴う納付金制度の導入等により、被保険者の

保険料が急激に増加することがないよう、予め激変緩和用として積み立てる特例

基金（給付増や保険料収納不足に対して交付・貸付に用いる基金とは区分して管

理する基金。活用期間は平成35年度（2023年度）までとされている。）を計画

的に活用する。

（新設）
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３ 市町の保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項

（１）現状

① 保険料・税の別と算定方式

県内では、保険料が１市、保険税が16市町となっている。

保険料の算定方式は、３方式（均等割、平等割、所得割）が15市町、４⽅式

（均等割、平等割、所得割、資産割）が２町となっている。

② 賦課限度額と賦課割合

賦課限度額は、全市町が国⺠健康保険法施⾏令（昭和33年政令第362号）また

は地⽅税法施⾏令（昭和25年政令第245号）のとおりに設定している。

賦課割合(応能割：応益割の比率）は市町がそれぞれ設定しており、令和3年度

の県全体の賦課割合は、52：48となっている。

（削除）

３ 市町の保険料の標準的な算定方法に関する事項

（１）保険料の算定の現状

平成29年度においては、全市町が保険料の算定を４方式（均等割、平等割、所

得割、資産割）で行っており、賦課限度額についても、全市町が国民健康保険法施

行令（昭和33年政令第362号）または地方税法施行令（昭和25年政令第245号）

と同額を設定している。

（２）納付金の配分方法

「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイドラ

イン）」（平成29年７月10日付け厚生労働省保険局長通知）において、県は、市

町ごとの「年齢調整後の医療費水準」と「所得水準」に応じて納付金を算定するこ

とが原則とされており、納付金の配分に当たっては、県全体の医療分・後期高齢者

支援金分・介護納付金分を個別に算定し、それぞれを市町ごとに３方式（人数、世

帯数、所得のシェア）により算定した額を合算する。

現状では、市町間の年齢調整後の医療費水準には差異が生じていることから、医

療分については、原則どおり、市町ごとの年齢調整後の医療費指数の差を、市町ご

との納付金に反映させることとする。県内の保険料水準の統一については、当面、

時期を限定せず、将来的に年齢調整後の医療費水準等の市町間格差が縮小した時点

で、検討する。

県は、年齢調整後の医療費水準等の市町間格差が縮小するよう、市町に対して、

保健事業の推進や、適正受診の啓発、重複・頻回受診者及び重複投薬者への指導の

充実を推進するよう指導・助言を行う。
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（２）保険料水準の統一

県内の市町の保険料水準の統一を進めることは、県単位化による安定的な財政運

営の観点から重要である。従来の市町の被保険者相互の支え合いに加え、市町相互

の支え合いにより、国民健康保険制度が将来的に持続可能なものとなる。

本県における保険料水準の統一は、「同一所得・同一世帯構成であれば、県内の

どの市町に住所を有していても、同一料率・同一料額となる状態」を目指す。

保険料水準の統一を実現するためには、納付金の算定過程において統一的な取扱

いとなっていない医療費水準や収納率、各市町における保健事業等の各種取組みを

統一化していく必要がある。このため、保険料水準の統一の目標年度を令和18年度

とし、ロードマップを作成し、段階的に取り組むこととする。

段階的に取り組む内容は以下のとおりとする。

① 第１段階では、納付金算定において、各市町の医療費水準を反映しないこと

とする。また、納付金算定の対象経費として、出産育児一時金、葬祭費、審査

支払手数料を加える。

② 第２段階では、保健事業等の市町間で取組みに差異がある経費等について、

標準化を検討して算定基準を統一し、対象経費に加える。

③ 第３段階では、収納率の高低で保険料率が変化しないよう、市町ごとの規模

に応じて、標準的な収納率を設定する。

（新設）
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（３）納付金及び標準的な保険料率の算定方式

（削除）

（④ 保険料・税の別と算定方式に記載）

① 納付金算定における医療費指数反映係数（α）

医療費指数反映係数（α）は、納付金に反映させないこととする（α＝０）。

α＝０に伴い納付金が増加する市町に対して、納付金が減少する市町との相互扶

助により令和10年度まで激変緩和を講じる。

（削除）

② 納付金算定における所得係数（β）

国のガイドラインにおいて、納付金総額のうち所得のシェアで配分する部分の

割合は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分について、それぞれ全国平

均を１とした場合の県の所得水準に応じて算出した所得係数により、定めること

（β＝対全国平均）が原則とされているが、保険料水準の統一までの間は、低所

得世帯の負担を軽減する観点から、経過措置として県独自の所得係数（β’＝１）

とする。

保険料水準の統一以降の取扱いについては、県内の所得や被保険者数、世帯数

の状況を勘案しながら、検討する。

（３）標準的な保険料率の算定方式

県が定める新制度における標準的な保険料率の算定方式は、３方式（均等割、平

等割、所得割）とする。

市町は、世帯ごとの世帯構成、課税所得、固定資産税額等の状況を勘案して、保

険料率の算定方式を決定する。

（４）納付金及び標準的な保険料率の算定に係る係数等の設定

① 医療費指数反映係数（α）

国のガイドラインにおいて、県内市町間で医療費水準に差異がある場合、年齢

調整後医療費指数を市町ごとの納付金に反映させること（α＝１）が原則とされ

ている。

医療費指数反映係数（α）については、市町ごとの年齢調整後医療費指数の差

を、市町ごとの納付金に反映させるため、原則どおり１とする。

② 高額レセプトの医療費指数への反映

１件当たり80万円を超える高額レセプトが発生する原因については、先天性の

疾患や住民の転入等、必ずしも市町の責めによらない場合もあることから、高額

レセプトのうち80万円を超える部分については、県全体で共同負担するよう調整

したうえで、年齢調整後医療費指数を算出する。

③ 所得係数（β）

国のガイドラインにおいて、納付金総額のうち所得のシェアで配分する部分の

割合は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分について、それぞれ全国平

均を１とした場合の県の所得水準に応じて算出した所得係数により、定めること

（β＝対全国平均）が原則とされている。

各所得係数（β）については、原則どおり、国が示す全国平均を１とした場合

の本県の所得水準（β＝対全国平均）とする。
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（削除）

（⑤ 標準的な賦課限度額及び賦課割合に記載）

③ 納付金として集める範囲

県が市町ごとの納付金を算定する際には、納付金算定総額に出産育児一時金、

葬祭費、審査支払手数料を含めて算定する。

その他保健事業等について、市町ごとにその取組状況が異なるため、引き続き、

事業の標準化を進め、納付金の対象経費の拡大に向けて検討する。

④ 保険料・税の別と算定方式

保険料・税の別は、賦課（課税）権の期間制限や徴収権の消滅時効等の取扱い

が異なるため、被保険者の負担の公平性を確保する観点から統一を進める必要が

あるが、今後、統一に伴う影響等について検討する。

保険料水準の統一までの間における標準的な保険料率の算定方式は、３方式

（均等割、平等割、所得割）とするとともに、保険料水準の統一以降の取扱いも

見据え、２方式（均等割、所得割）について研究する。

⑤ 標準的な賦課限度額及び賦課割合

標準的な賦課限度額は、国民健康保険法施行令または地方税法施行令のとおり

とする。

また、保険料水準の統一までの間は、保険料率改定に伴う低所得者の負担軽減

を図る観点から、標準的な賦課割合は、応能割：応益割＝50：50とする。応益

割の内訳である均等割と平等割の標準的な割合は、70：30となるよう、医療分、

後期高齢者支援金分、介護納付金分のいずれも均等割指数（応益割に占める均等

割の割合）は0.7とする。

④ 標準的な賦課限度額及び賦課割合

標準的な賦課限度額は、国民健康保険法施行令または地方税法施行令のとおり

とする。

標準的な賦課割合は、応能割と応益割については所得係数（β）に応じて設定

（応能割：応益割＝β：１）する。応益割における均等割と平等割の標準的な割

合は、現在の法令の考え方を基本とし、70：30となるよう、医療分、後期高齢

者支援金分、介護納付金分のいずれも均等割指数は０.７とする。

⑤ 納付金として集める範囲（保健事業や葬祭費等の取扱い）

県が市町ごとの納付金を算定する際には、納付金算定総額に保健事業、葬祭費

及び出産育児一時金を含めないこととする。

（（３）標準的な保険料率の算定方式に記載）

（④ 賦課限度額及び賦課割合に記載）
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⑥ 標準的な収納率

標準的な収納率は、県が市町ごとの標準的な保険料率を算定する際に基礎とな

る値であり、市町の収納率の実態を踏まえた実現可能な水準としつつ、かつ、低

い収納率に合わせることなく適切に設定する必要がある。

標準的な収納率の設定に当たっては、保険料上昇や経済動向の激変に伴う収納

率の低下等により保険料収納必要額を確保できないリスクを最小限に留める必要

があることから、市町ごとに直近３か年度の最低値とする。

保険料水準の統一以降の標準的な収納率については、収納率の高低で保険料率

が変化しないよう市町の規模に応じた設定とする等、収納率の状況を勘案しなが

ら検討する。

⑥ 標準的な収納率

標準的な収納率は、県が市町ごとの標準的な保険料率を算定する際に基礎とな

る値であり、国のガイドラインにおいて、市町の収納率の実態を踏まえた実現可

能な水準としつつ、かつ、低い収納率に合わせることなく適切に設定することと

されている。

標準的な収納率の設定に当たっては、所得水準の低下や、保険料上昇に伴う収

納率の低下により、市町が保険料収納必要額を確保できないリスクを最小限に留

める必要があることから、標準的な収納率は、市町ごとに直近３か年度における

最低値とする。
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４ 保険料の徴収の適正な実施に関する事項

（１）保険料収納率の現状

本県の現年度分の保険料収納率は、横ばいとなっており、平成30年度以降は、全

国よりも低い水準が続き、全国との差が拡大している。

全国の現年度分の保険料収納率は、上昇傾向となっており、平成27年度から２％

ポイント以上上昇している（図５）。

【図５：現年度分の保険料収納率】

（２）収納対策の実施状況等

① 収納対策の実施状況

市町は、収納対策として、口座振替のほか、コンビニ収納、マルチペイメント

ネットワーク（ＭＰＮ）の利用等、各市町の実情に応じた取組みを実施している

（表５）。

【表５：収納対策の実施状況（令和４年12月末現在）】

② 滞納世帯数・割合

本県の滞納世帯割合は平成30年度以降低下しており、令和3年度は10.9％と

なった。全国では、低下傾向で推移している（表６、表７）。

【表６：滞納世帯の状況（令和３年６月１日現在）】

【表７：滞納世帯割合の推移（各年６月１日現在）】

４ 保険料の徴収の適正な実施に関する事項

（１）保険料収納率の現状

平成27年度における現年度分の保険料収納率は、本県92.48％、全国平均

91.45％となっている（図６）。

【図６：現年度分の保険料収納率】

（２）収納対策の実施状況等

① 収納対策の実施状況

市町は、収納対策として、口座振替のほか、収納対策に関する要綱（プラン、

マニュアル等）の作成、コンビニ収納、マルチペイメントネットワーク（ＭＰ

Ｎ）の利用等、各市町の実情に応じた取組みを実施している。

② 滞納世帯数・割合

平成28年６月１日現在における滞納世帯数は19,446世帯で、国民健康保険

加入世帯に占める滞納世帯の割合は、13.7％となっている（表５）。

【表５：滞納世帯の状況（平成28年６月１日現在）】

【表６：滞納世帯割合の推移（各年６月１日現在の状況）】
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③ 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付状況

令和３年６月１日現在の短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付状況を

見ると、短期被保険者証の交付割合は、国民健康保険世帯の5.0％、被保険者資

格証明書の交付割合は、国民健康保険世帯の1.1％となっている（表８）。

【表８：短期被保険者証等の交付状況（令和３年６月１日現在）】

（３）収納率目標の設定

① 収納率目標設定の考え方

県は、収納率の状況、収納対策の実施状況等を確認のうえ、市町が達成すべき

収納率目標について、全国の収納率の中央値を参考に、計画期間中の目標値をあ

らかじめ設定するとともに、収納率目標を達成した市町に対し、インセンティブ

を付与し、県全体の収納率向上を図る。

市町は、収納率目標の達成に向けて計画的に取り組む。

【表９：収納率目標】

② 収納不足についての要因分析等

収納率目標に下限値を設定し、その下限値を達成していない市町は、未達成の

要因分析（滞納状況、口座振替率等）や収納対策を検討し、県に報告する。

③ 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付状況

平成28年６月１日現在の短期被保険者証及び被保険者資格証明書（以下「資

格証明書」という。）の交付状況を見ると、短期被保険者証の交付割合は、国民

健康保険世帯の6.1％、資格証明書の交付割合は、国民健康保険世帯の1.5％と

なっている（表７）。

【表７：短期被保険者証等の交付状況（平成28年６月１日現在）】

（３）収納率目標の設定

① 収納率目標設定の考え方

県は、毎年実施している市町との事務打合せ等の機会を活用し、収納率の状況、

収納対策の実施状況等を確認する。市町ごとの収納率目標については、国の保険

者努力支援制度において国が定める保険料収納率に係る評価指標及び達成基準を

参考にして、毎年、設定する。

② 収納不足についての要因分析等

標準的な収納率を達成していないため、収納不足となった市町は、収納不足に

ついての要因分析（滞納状況、口座振替率等）を行うとともに、必要な収納対策

について実施計画を策定し、県に報告する。
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（４）市町において実施する収納対策

① 納付環境の整備

市町は、口座振替推奨の原則化の実施や、24時間対応が可能なコンビニ収納、

eL-QR等を活用したオンライン納付方法等、市町の実情に応じた納付環境を整備

し、保険料納付の利便性を高める。

② 香川県収納対策マニュアルの策定及び活用

市町は、県とともに、国保料徴収担当職員の滞納整理業務等の円滑な実施の参

考となるよう、「香川県収納対策マニュアル」を策定するとともに、好事例等に

ついて共有することにより収納率向上を図る。

③ 新規滞納の発生抑制

現年分の収納対策に早期着手することにより、滞納繰越額が圧縮され、滞納処

分に要する事務も軽減されることから、市町は、現年分の督促、文書催告、電話

等による催告、きめ細かな納付相談を実施するとともに、生活困窮者等に対しては、

関係課と調整する等、全庁体制で新規滞納の発生を抑制する。

④ 滞納世帯に対する給付と負担の公平性の確保

市町は、滞納が長期にわたる世帯に対し、納付の勧奨や納付相談、特別療養費の

支給に関する手続きを適切に実施することにより、接触の機会を確保し、給付と負

担の公平性を確保する。

（４）市町において実施する収納対策

① 納付環境の整備

市町は、口座振替による納付の促進や、24時間対応が可能なコンビニ収納等、

市町の実情に応じた納付環境を整備し、保険料納付の利便性を高めるとともに、

引き続き、窓口においてきめ細かい納付相談に応じる。

（新設）

② 新規滞納の発生抑制

市町は、新規滞納の発生を抑制するため、税務担当課との連携等、全庁体制で

の取組みを行い、特に、必要な収納対策が早期に実施できるよう、定期的に収納

状況を確認し、文書、電話等による催告を確実に実施する。

③ 短期被保険者証及び資格証明書の適正な交付

市町は、短期被保険者証及び資格証明書を適正に交付することにより、滞納世

帯との接触の機会を確保し、給付と負担の公平性を確保する。
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（５）県による助言

市町の取組みの違いにより、被保険者間に不公平が生じることがないよう、県は、

以下の取組みを行う。

・ 香川県収納対策マニュアルの策定・更新を行う。

・ 保険料納付に係る口座振替やコンビニ収納の推進等、納付環境の整備に向け

た市町の取組みについて、インセンティブを付与する。

・ 滞納が長期にわたる世帯に対し、納付の勧奨や納付相談、特別療養費の支給

に関する手続きを適切に実施することにより、給付と負担の公平性を確保する

とともに、画一的な取扱いとならないよう、世帯ごとの個別の事情に応じた手

続きを実施するよう助言する。

・ 香川県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）と連携し、

収納対策アドバイザーを活用する等、関係職員を対象とした研修を実施する。

（５）県による指導・助言

市町の取組みの違いにより、被保険者間に不公平が生じることがないよう、県は、

効果的な取組事例等を参考に、以下の取組みを行う。

・ 収納対策計画の策定及び収納対策アドバイザーの活用等、収納事務に対する

助言を行う。

・ 保険料納付に係る口座振替やコンビニ収納の推進等、納付環境の整備に向け

た支援を行う。

・ 短期被保険者証及び資格証明書を適正に交付することにより、滞納世帯との

納付相談等の機会を確保するよう指導を行う。

・ 関係職員を対象とした研修を香川県国民健康保険団体連合会（以下「国保連

合会」という。）と連携して実施する。
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４-２ 資格管理の適正な実施に関する事項

（１）資格管理の適正化対策

資格の取得・喪失に係る資格管理事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本と

なるものであり、市町は、更なる適正化を推進する観点から、次の取組みを実施す

る。

・ 資格重複状況結果一覧等を活用し、資格が重複している被保険者の資格喪失

処理を正確かつ迅速に実施する。

・ オンライン資格確認等システム等を活用し、未適用者等を早期かつ的確に把

握するとともに、遡及適用者については、確実に遡及賦課を実施する。

・ 外国人の適正な適用を行うため、外国人登録部門等との連携を図り、国保制

度の周知徹底等を図る。

・ 居所不明の被保険者に係る資格喪失の確認は、取扱要領に基づき、早期に調

査を実施し、その解消に努める。

（２）マイナンバーカードと保険証の一体化

マイナンバーカードを保険証として利用することにより、医療情報が連携され、

より良い医療を受けることが可能となる等、被保険者の利便性向上に繋がることか

ら、市町は、マイナンバーカードの保険証利用等の取組みを推進する。

また、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状

況にある者が必要な保険診療等を受けられるよう、資格確認書を発行する。

県と市町は、マイナンバーカードを保険証として利用するメリット等について、

丁寧な広報活動を実施する。

（新設）
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５ 保険給付の適正な実施に関する事項

（１）レセプト二次点検

レセプト二次点検については、全市町が国保連合会の共同事業として業務の効率

化を図っている。

国保連合会は、一次審査の原審査理由を二次点検の点検項目に取り入れる等、点

検効果の更なる向上を図るとともに、県は、初任者を対象とした研修を実施するこ

とにより、市町職員の知識向上を図る。

（２）療養費の支給の適正化

柔道整復師の施術に係る療養費の支給については、市町の多くが二次点検や患者

調査を委託により実施している。今後は、事務処理を標準化し、将来的には共同処

理による効率化を検討する。

また、不正が疑われる施術所等への対応については、国保連合会や市町間で連携

を取りつつ厳正に対処するとともに、施術の必要性を個々に確認する必要があると

合理的に認めた患者については、当該患者に対する施術について受領委任の取扱い

を中止し、償還払いに戻す仕組みについても、作業部会で研究する。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の

適正化についても、柔道整復師の施術と同様、共同処理を検討する。

その他、療養費の支給対象に関する正しい知識を普及させるため、県と市町は、

被保険者等に対する適切な周知、啓発を実施する。

５ 保険給付の適正な実施に関する事項

（１）レセプト点検の充実強化

レセプト点検については、審査支払機関である国保連合会による一次点検に加え

て、県内全市町が二次点検を実施している。

平成30年度以降も、市町は保険給付の実施主体として、二次点検を実施する。

なお、支払基金業務効率化・高度化計画（平成29年７月４日厚生労働省公表）

に基づく、国保連合会の次期システム刷新時における審査支払の効率化、高度化と

あわせた二次点検の在り方については、市町及び国保連合会で、今後検討を行って

いく。

（２）療養費の支給の適正化

柔道整復師の施術に係る療養費の支給の適正化については、国における施術管理

者要件の見直しの検討状況等を注視しながら、国保連合会と連携し、患者調査等の

効果的な実施方法や、不正請求が疑われる事例に関する市町間の情報共有を図り、

二次点検や患者調査等の取組強化について検討する。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の

適正化については、国の不正対策や受領委任制度導入の検討状況を注視しながら、

国保連合会と連携し、患者調査等の効果的な実施方法や、不正請求が疑われる事例

に関する市町間での情報共有を図り、受領委任制度の導入とあわせて、二次点検や

患者調査等の取組強化について検討する。

その他、療養費の支給対象等に関する正しい知識を普及させるため、県及び市町

は、被保険者等に対する周知・啓発を行う。
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（３）第三者求償の取組強化

第三者求償事務については、全市町が案件毎に国保連合会に委託し、業務の効率

化を図っている。

市町は、国通知に基づく数値目標を設定しつつ、国保連合会と連絡を密にしなが

ら適切に事案管理する。

国保連合会は、求償案件が確実に抽出できるよう、医療機関へ協力依頼すること

に加え、損害保険会社と連携を取り、時期を捉えた求償を行う。また、県と連携し

て研修を実施し、市町職員の知識向上を図る。

県は、広域的な対応が必要で専門性の高い案件の都道府県委託制度の導入につい

て、市町や国保連合会の事務処理の実態を踏まえて検討する。

その他、第三者行為による被害の届出義務を広く普及させるため、県と市町は、

被保険者等に対する適切な周知・啓発を実施する。

（４）県による保険給付の点検等

県は、「県による保険給付の点検に係る方針」に基づき、引き続き、広域的かつ

医療に関する専門的で幅広い視点から保険給付の点検等を実施する。

（３）第三者求償の取組強化

市町が損害保険団体と締結している「交通事故に係る第三者行為による傷病届等

の提出に関する覚書」に基づき、自動車事故の任意保険適用事案については、求償

実績が向上している。

第三者行為求償が確実に行われるよう、市町は、数値目標を設定し、着実に取組

みを進める。また、被保険者に対する第三者行為による被害の届出義務の周知・啓

発については、保険医療機関へのポスター配付のほか、広報媒体による普及啓発を

図るとともに、交通事故等による救急搬送に係る情報提供について、関係機関との

協定締結の拡充を図る。

国保連合会は、「第三者直接求償事務に係る対応方針」（平成29年6月28日厚生

労働省保険局国民健康保険課長通知）に基づき、交通事故も含めて全ての傷害事故

に係る第三者直接求償事務を受託する体制を構築し、準備が整ったものから順次受

託を拡大する。

県は、市町における債権管理が適切に行われるよう、研修の機会等を活用して具

体的な指導・助言を行うとともに、国保連合会における取組方針等の検討及び専門

職員の確保等に協力を行う。

（４）県による保険給付の点検等

県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、市町が行った保険給付の点検

等について、費用対効果を十分検討のうえ、必要なものから順次実施していくこと

とする。
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（５）不正請求等に係る診療報酬の返還

県は、「不当利得の回収に係る事務処理方針」に基づき、市町から委託を受けた

場合、市町の事務負担軽減の観点から、取りまとめや関係者との連絡調整を担うな

どの対応を行う。

市町は、国通知に基づき、引き続き、適正な債権管理を実施する。

（６）高額療養費の多数回該当の取扱い

県も国民健康保険の保険者であることから、被保険者が県内の他市町へ住所異動

をした場合、世帯の継続性が認められるときは、当該被保険者の高額療養費の多数

回該当に係る該当回数は、前住所地から通算されることとなる。

なお、世帯の継続性の判定については、国の示す参酌基準によるものとする。

（５）不正請求等に係る診療報酬の返還

複数の市町にまたがる大規模な事案が発生した場合、市町の事務負担軽減の観点

から、県は、取りまとめや関係者との連絡調整を担い、市町から委託を受けるなど

の対応を進める。

（６）高額療養費の多数回該当の取扱い

県も国民健康保険の保険者となることに伴い、被保険者が県内の他市町へ住所異

動をした場合、世帯の継続性が認められるときは、当該被保険者の高額療養費の多

数回該当に係る該当回数は、前住所地から通算されることとなる。

なお、世帯の継続性の判定については、国の示す参酌基準によるものとする。
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６ 医療費適正化に関する事項

（１）医療費の適正化に向けた取組み

① 医療費通知書の送付

医療費通知書送付については、全市町が国保連合会の共同事業として業務の効

率化を図っている。市町は、マイナポータル上の医療費通知情報の活用状況を考

慮しつつ、取組みを継続する。

（削除）

（「（２）保健事業の取組み」に記載）

（削除）

（「（２）保健事業の取組み」に記載）

６ 医療費適正化に関する事項

（１）医療費の適正化に向けた取組み

① 医療費通知書作成の共同実施

医療費通知書作成については、全市町が国保連合会に委託し、統一様式による

通知書作成を共同実施しており、市町で内容を確認のうえ封緘し、被保険者に送

付している。

市町は、これまでどおり統一様式による医療費通知書作成の共同実施を継続す

る。

② データヘルス計画に基づく効果的・効率的な保健事業の実施

市町は、データヘルス計画に基づき、適切な評価を行いながら、効果的・効率

的な保健事業の実施に努める。

県は、保健事業支援・評価委員会等において、市町に対して、保健事業の評価

及び計画策定等への助言を行うとともに、市町の取組状況を把握し、効果的な取

組事例等を情報共有する。

③ 「香川県糖尿病性腎症等重症化予防プログラム」に係る取組み

本県における糖尿病対策は喫緊の課題であり、平成29年３月に、香川県医師

会、香川県糖尿病対策推進会議、国保連合会及び香川県により、「香川県糖尿病

性腎症等重症化予防プログラム」を策定した。

市町は、本プログラムの活用等により、糖尿病対策の取組みを強化・拡大する。

県は、国保連合会と連携して、市町の取組状況及び事業の評価結果を把握し、

効果的な取組事例等を情報共有する。
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（削除）

（「（２）保健事業の取組み」に記載）

② 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進

後発医薬品差額通知書作成については、全市町が国保連合会の共同事業として

業務の効率化を図っている。

市町は、供給状況に配慮しながら、後発医薬品差額通知を継続する。

県は、後発医薬品の使用に関し、ジェネリック医薬品安心使用促進協議会等を

活用し、関係団体を通じた医療機関への理解促進・協力依頼を行う。

④ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上

本県の特定健康診査の受診率は、増加傾向にあり、平成27年度の受診率は

41.1%で、全国平均を4.8％ポイント上回っている。

特定保健指導の実施率も、増加傾向にあり、平成27年度の実施率は26.7%で、

全国平均を1.6％ポイント上回っている。

市町は、特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上のために、広報活動や未

受診者に対する受診勧奨を実施する。

県は、特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上に係る市町の取組状況を把

握し、市町と情報共有しながら、効果的な取組みを検討する。

⑤ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進

市町は、後発医薬品差額通知の作成を国保連合会に委託し、被保険者に送付す

るとともに、保険証に貼付できる「ジェネリック医薬品希望シール」や「ジェネ

リック医薬品希望カード」の配布等を行っている。

県は、後発医薬品安心使用促進事業として、県薬剤師会の協力により、モデル

地域における「後発医薬品在庫リスト」の作成を行っている。

市町は、引き続き、後発医薬品差額通知を共同実施するとともに、後発医薬品

の使用状況を年齢別等に類型化し、把握した上で、事業目標を立て、後発医薬品

の使用促進に向けた広報や、差額通知の効果の確認を実施する。

県は、後発医薬品の使用に関し、ジェネリック医薬品安心使用促進協議会等を

活用し、関係団体を通じた医療機関への理解促進・協力依頼を行う。
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（削除）

（「（２）保健事業の取組み」に記載）

③ 医療費適正化に係る広報の実施

医療費適正化に係る広報については、県、市町ともに、広報誌やホームページ

等を活用した活動を実施しているが、今後は、SNS媒体を利用した広報等、新た

なツールを活用した活動についても検討する。

県は、引き続き、広域的な広報活動を実施するとともに、市町と連携した取組

みや必要な支援を行う。

④ 高医療費市町の指定

県は、医療に要する費用の額が、災害等の特別事情による額を控除しても、著

しく多額である市町を高医療費市町に指定する。

指定された市町は、適正な医療水準に向けて、高医療費の要因分析を行い、特

定健康診査・特定保健指導の実施率の向上や糖尿病性腎症等重症化予防対策等の

保健事業の推進、適正受診の啓発等、計画的に医療費適正化に取り組む。

⑥ 重複受診・頻回受診等に係る指導の充実

重複・頻回受診者に対する訪問指導については、平成28年度では13市町で実

施しているが、いずれの市町についても、十分な効果をあげられていないのが現

状である。

市町は、対象者の実態を十分把握したうえで、効率的に指導が実施できるよう、

指導計画を立てる必要がある。

県は、重複・頻回受診者及び重複投薬者への指導の充実に当たり、国保連合会

と連携し、国保連合会の医療費分析システム(SBS)等の有効活用による対象者の

抽出等、円滑な取組みが図られるよう支援を行うとともに、市町の取組状況を把

握し、より効果的な取組みについて、市町と情報共有しながら検討する。

⑦ 医療費適正化に係る広報の実施

医療費適正化については、県、市町ともに、広報誌やホームページを活用した

広報活動を行っている。

県では、県民の健康に関する意識の向上や医療機関の適正受診、医薬品の適正

使用等の啓発を目的としたチラシを全戸配布している。

県及び市町は、引き続き医療費適正化に向けた広報活動を実施するとともに、

より効果的な広報活動について検討する。

（新設）
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（２）保健事業の取組み

① データヘルス計画に基づく効果的・効率的な保健事業の実施

データヘルス計画については、全市町が策定し、計画に沿って事業を実施して

おり、引き続き、適切な評価を行いながら、効果的・効率的な保健事業を実施す

る。

県は、保健事業支援・評価委員会等において、市町に対して、保健事業の評価

及び計画策定等への助言を行うとともに、県ヘルスアップ事業を通じて、市町の

取組状況を把握し、県全体の課題について、取り組むべき事業、評価指標等を検

討し、保健事業の標準化を図る。

国保連合会は、市町職員の専門知識が向上するよう、必要な研修を実施する。

② 「香川県糖尿病性腎症等重症化予防プログラム」に係る取組み

糖尿病性腎症等重症化予防対策については、全市町が「香川県糖尿病性腎症等

重症化予防プログラム」を活用し取り組んでおり、引き続き事業を実施する。

県は、国保連合会と連携して、市町がPDCAサイクルに沿って事業を実施でき

るよう、市町の事業実施状況の比較や対象者の経年変化分析を行う等、市町の取

組みを支援する。

③ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上

特定健康診査・特定保健指導については、全市町が受診勧奨等により受診率の

向上に努めており、県平均は全国平均より高い状況にあるが、取組方法等の差異

により、市町間には差が生じている。

市町は、受診者の利便性を高めるよう、健診実施の日時、場所、費用負担等を

工夫しながら受診勧奨し、行動変容に結びつくよう指導を実施する。

県は、国保連合会と連携し、市町の取組状況を把握し情報共有するとともに、

市町の意見を十分に踏まえ、事務の標準化を検討する。

【表1０：特定健康診査・特定保健指導実施率】

（新設）

（「（１）医療費適正化に向けた取組み②」に記載）

（「（１）医療費適正化に向けた取組み③」に記載）

（「（１）医療費適正化に向けた取組み④」に記載）
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④ 適正服薬等に係る取組み

重複・頻回受診者や重複多剤投与者に対する取組みについては、市町の多くが

保健指導を実施しているが、対象者の実態を十分把握しつつ、より効果的に実施

する必要がある。

県は、香川県薬剤師会と連携を取り、新たに開始された電子処方箋の仕組みも

活用する等、市町の取組みが効率的・効果的なものとなるよう支援する。

（３）医療費適正化計画との整合性

県と市町は、医療費適正化計画に定められた目標を踏まえ、医療費適正化に取り

組むことに加え、香川県保険者協議会やその構成員と連携することにより、事業の

効率化を図る。

（「（１）医療費適正化に向けた取組み⑥」に記載）

（２）医療費適正化計画との整合性

第３期香川県医療費適正化計画については、良質かつ持続可能な医療の提供や病

床機能の分化・連携の推進を図る観点から、第七次香川県保健医療計画と一体的に

策定する。

県は、当該計画に定める取組みとの整合性を図りながら、市町等と連携して医療

費適正化の取組みを進める。
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７ 市町が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項

（１）効率化、広域化の推進に関する考え方

① 国保連合会において共同実施している事務

これまで国保連合会において共同実施していた事務は、引き続き共同で実施し

つつ、県、市町及び国保連合会は、香川県市町国保広域化等連携会議（以下「連

携会議」という。）及び作業部会で検討し、一層の効率化を図る。

② 市町が単独で実施している事務

事務処理の標準化や広域的な実施により効率化を図ることが可能な事務につい

ては、連携会議及び作業部会で検討する従来の取組みに加え、保険料水準の統一

を目指すこととしていることも踏まえ、市町が行う全ての事務について、改めて

標準化や広域的実施による効率化を検討する。

また、広域的な事務執行体制のあり方についても調査・研究する。

７ 市町が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項

（１）効率化、広域化の推進に関する考え方

① 国保連合会において共同実施している事務

これまで国保連合会において共同実施していた事務は、引き続き共同で実施し

つつ、県、市町及び国保連合会は、香川県市町国保広域化等連携会議（以下「連

携会議」という。）及び作業部会で検討し、一層の効率化を図る。

② 市町が単独で実施している事務

市町が単独で実施している事務のうち、広域的に実施することで効率化を図る

ことができる事務については、県、市町及び国保連合会が、連携会議及び作業部

会で検討し、事務処理標準システムの活用とあわせて、効率化を図る。
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（２）効率化、広域化の推進を検討する個別の事務

① 国保連合会において共同実施している事務

引き続き事務を共同実施するとともに、一層の効率化を検討する。

【表11：国保連合会において共同実施している事務】

② 標準化の推進を検討する事務

県と市町が事務の標準的な取扱いを定め、これを基本として事務の標準化を検

討する。

【表12：標準化の推進を検討する事務】

③ 広域化の推進を検討する事務

市町がそれぞれ実施している事務について、広域的な実施を検討する。

【表13：広域化の推進を検討する事務】

（２）効率化、広域化の推進を検討する個別の事務

・ 医療費通知

・ 後発医薬品の差額通知

・ 被保険者証、高齢受給者証の共同作成

・ 広報・啓発事業等

・ 研修会の実施

・ データの分析及び評価
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８ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項

国民健康保険制度の課題解決については、介護・福祉などとの横断的な連携が必

要である。県は、これまでも広域的な立場から医療提供体制の確保や保健・医療・

福祉サービスの推進に向けた役割を担ってきており、引き続き、「保健医療計画」

や「健やか香川21ヘルスプラン」、「高齢者保健福祉計画」等との連携を図りなが

ら、保健・医療・福祉サービスの総合的な推進を図る。

（１）地域包括ケアの構築に向けた取組み

市町は、地域包括ケアシステムの構築に向け、保健医療と福祉サービスに関する

施策とその他の関連施策との連携がより一層進むよう、介護・保健・福祉・住まい

等部局横断的な議論の場へ参画することに加え、施策の実施に際しても積極的に関

わる。

（削除）

（２）後期高齢者医療制度と一体的に取り組む保健事業

健康保険法の改正により、令和２年度から高齢者の心身の多様な課題に対し、き

め細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業については、市町において介

護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的な取組みを実施すること

となったことから、市町は、介護部局と連携しながら、後期高齢者も含めた健康づ

くりを行う。

８ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項

（１）地域包括ケアの構築に向けた医療・介護・保健・福祉・住まい等部局横断的な

議論の場への国保部局の参画

市町は、地域包括ケアシステムの構築に向け、保健医療と福祉サービスに関する

施策とその他の関連施策との連携がより一層進むよう、介護・保健・福祉・住まい

等部局横断的な議論の場への参画に取り組む。

（２）地域包括ケアに資する地域のネットワークへの国保部局の参画

市町は、地域包括ケアシステムの構築において、保健医療と福祉サービスに関す

る施策とその他の関連施策との連携がより一層進むよう、地域のネットワークへの

参画に取り組む。

国民健康保険直営診療施設（以下「国保直診施設」という。）を中心として、地

域包括支援センター、居宅介護事業所、通所介護施設等、様々な機関との連携を図

りながら、口腔機能向上の取組みや、在宅要介護者、介護施設入所者、入院患者へ

の対応に取り組んでいる市町があるほか、地域包括ケアの全関係者による連携会議

を開催し、地域主体の社会保障の再構築を目指している町もある（表８）。

県は、市町における活動状況を確認し、市町において、地域包括ケアに資する地

域のネットワークへの国保部局が参画できるよう指導・助言を行う。

【表８：国保直診施設を中心とした地域包括ケアに資するネットワークの事例】

（新設）
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（３）KDB・レセプトデータを活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる

被保険者の抽出

市町は、国民健康保険データベース（ＫＤＢ）システム及びレセプトデータ等の

健診・医療に係る情報基盤を活用し、健康事業・介護予防・生活支援の対象者の抽

出、受診勧奨等を行う。

国保連合会は、健康事業等の対象となる被保険者の抽出が的確に行われるよう、

KDBデータの提供や活動方法の指導等、必要な支援を行う。

（４）国民健康保険直営診療施設における地域包括ケアの推進に向けた取組み

国民健康保険直営診療施設では、地域包括支援センター、居宅介護事業所、通所

介護施設等、様々な施設との連携を図りながら、地域包括ケアに関する取組みを行

う。

市町は、国民健康保険直営診療施設における取組みを支援する。

（３）KDB・レセプトデータを活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる

被保険者の抽出

市町は、国民健康保険データベース（ＫＤＢ）システム及びレセプトデータ等の

健診・医療に係る情報基盤を活用し、健康事業・介護予防・生活支援の対象者の抽

出、受診勧奨等を行う。

県及び国保連合会は、健康事業等の対象となる被保険者の抽出が的確に行われる

よう、必要な支援を行う。

（４）国保直診施設を拠点とした地域包括ケアの推進に向けた取組みの実施

市町は、地域包括ケアを推進するため、下記のような国保直診施設を拠点とした

活動について、取り組みを進める。

・高齢者等の健康づくりにつながる住民主体の地域活動への支援

・後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施（健診データの提供等）

・介護部門と連携した生活習慣病予防教室や健康教室の開催

なお、県内には国保直診施設を拠点とした在宅ケアサービスや生活習慣病教室等

を実施している市町がある（表９）。

県は、市町における活動状況を確認し、市町において、国保直診施設を拠点とし

た地域包括ケアの推進に向けた取組みができるよう指導・助言を行う。

【表９：国保直診施設を拠点とした在宅ケアサービスや生活習慣病教室等の事例】
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９ 施策の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整等

（１）香川県市町国保広域化等連携会議及び作業部会における継続的な協議

県は、連携会議及び作業部会等を開催し、事業実施に必要となる事項や、香川県

国民健康保険運営協議会に報告する取組状況及び評価等について、意見交換及び調

整を行う（図６）。

【図６：施策の実施に必要となる事項の検討体制】

（２）職員研修の実施

県及び国保連合会は、国民健康保険の安定的な運営に向け、必要な研修を実施す

る。

県は、国保連合会と共同して、年度当初に研修計画を市町に送付し、市町は計画

的に職員を参加させる。

９ 施策の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整等

（１）香川県市町国保広域化等連携会議及び作業部会における継続的な協議

県、市町及び国保連合会は、国民健康保険の安定的な運営に向け、運営方針を踏

まえ、事業の実施に取り組むものとする。

平成30年度以降も、連携会議及び作業部会等を開催し、事業実施に必要となる事

項や、県運営協議会に報告する取組状況及び評価等について、意見交換及び調整を

行う（図７）。

【図７：施策の実施に必要となる事項の検討体制】

（２）職員研修の実施

県及び国保連合会は、国民健康保険の安定的な運営に向け、必要な研修を実施す

る。研修内容を充実するために、県、市町及び国保連合会による研修協議会におい

て意見交換及び協議を行う。

市町は、年度当初に研修計画を作成し、県及び国保連合会が実施する研修に関係

職員を計画的に参加させる。

また、県及び市町は、保険者協議会を活用し、被用者保険が行っている取組みを

参考に、市町が行っている事業の評価、継続的改善につなげるため、保険者協議会

が実施する研修に関係職員を参加させる。
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